
再々評価調書 

事 業 名 西大阪地区 耐震対策事業 

担 当部署 都市整備部 河川室 河川整備課 都市河川グループ（連絡先 06-6944-9299） 

事 業箇所 安治川、木津川、尻無川、六軒家川の各水門より上流 

及び堂島川、土佐堀川 

再々評価理由 再評価後５年を経過した時点で継続中 

目    的 震度６強の直下型地震にも対応できるよう、護岸及び水門の耐震補強を行う。 

（設計水平震度：Kh = 0.24） 

内    容 護岸補強 : L = 27.64 km 

既設防潮堤の前面に新たに構造物を構築し、一体として地震動に耐える構造とす

る。 

全体事業費：約 758 億円（約 758 億円）内投資済事業費：約 629 億円(約 419 億円)

（内訳）工事費約 758 億円（約 758 億円）（内訳）工事費約 629 億円（約 419 億円）

事 業 費 

※（ ）内の数値

は前回評価時点の

もの 

【事業費の変更理由】 

変動なし 

【工事費の内訳】 

護岸補強：約 758 億円 

事業費の 

変動要因 

【他事業者との協議状況】入堀部等の有効活用のため関係者と引続き協議を行う。

【再評価時に予測した事業費変動要因の状況】 

○河川構造物の耐震性能照査指針（案）〔H19.3〕の発表により、対策必要箇所の

精査に伴い事業費が変動することが予想される。（現行からの変更点：対象地震動

波形の増大及び照査手法の変更。）H20 年度に照査を実施予定であり、照査の結果

上位計画に変更を伴った場合、事業費の変動が予想される。 

【計画変更の予定】H20 年度に地震防災アクションプログラムの見直しを検討 

H21 年度に河川整備計画の見直しを検討 

維持管理費 約４．４億円／年（平成 15 年～19 年の維持管理費の平均） 

上 位 計 画 大阪府土木部 地震防災アクションプログラム［H10.3］ 

淀川水系西大阪ブロック河川整備計画［H19.8］ 

大阪府都市基盤整備中期計画（案）改定版［H17.3］ 

事

業

概

要 

関 連 事 業 旧淀川筋高潮対策事業（高潮対策及び水門外防潮堤の耐震補強） 

事前評価時点 

（H8） 

再評価時点 

（H15） 

再々評価時点 

（H20） 

分析 

 

経   過 

 

事業採択年度 

事業着工年度 

完成予定年度 

昭和５２年 

昭和５２年 

        

昭和５２年 

昭和５２年 

平成２７年 

昭和５２年 

昭和５２年 

平成２７年 

 

進 捗 状 況 

護岸補強 

L=27.64km 

工事 55％ 

 

 

護岸補強 

 L=15.83km 

工事 83％ 

 

 

護岸補強 

 L=20.71km 

順調に進捗してい

る。 

事

業

の

進

捗

状

況 今後の事業進捗

の見通し 

平成 10 年策定の大阪府土木部地震防災アクションプログラムにおいて、大地震に

より被災すると二次災害の恐れが高い西大阪低地帯にある河川施設の耐震対策を

最優先に位置づけ、平成 22 年度を完成目標とし、事業を推進する。 

【新たなコスト縮減や代替案等の可能性】事業箇所の現場条件により、代替案等

によるコスト縮減は困難。 

 

事前評価時点 再評価時点 再々評価時点 分析 

事
業
目
的
に
関
す
る
諸
状
況 

①大阪市人口・戸数： 

２６２万人･１０４万戸

②流域面積：５１ｋｍ2 

③重要な公共施設： 

想定氾濫区域内には多

数のライフライン、広域

防災道路、地下鉄、地下

街等が存在。 

④災害弱者関連施設： 

多数の小中学校、高齢者

障害者関連施設、災害医

療機関が存在。 

①大阪市人口・戸数： 

２６２万人･１０４万戸 

②流域面積：５１ｋｍ2 

③重要な公共施設： 

想定氾濫区域内には多数

のライフライン、広域防

災道路、地下鉄、地下街

等が存在。 

④災害弱者関連施設： 

多数の小中学校、高齢者

障害者関連施設、災害医

療機関が存在。 

⑤平成１３年９月に国の

中央防災会議の専門調査

会において、次の東南

海・南海地震が今後 30 年

で発生する確率が 40％・

50％と発表。 

①大阪市人口・戸数： 

２６３万人･１２０万戸 

②流域面積：５１ｋｍ2 

③重要な公共施設： 

想定氾濫区域内には多数

のライフライン、広域防

災道路、地下鉄、地下街

等が存在。 

④災害弱者関連施設： 

多数の小中学校、高齢者

障害者関連施設、災害医

療機関が存在。 

⑤平成１３年９月に国の

中央防災会議の専門調査

会において、次の東南

海・南海地震が今後 30

年で発生する確率が

40％・50％と発表。 

⑥「東南海・南海地震津

波対策検討委員会」にお

いて津波シミュレーショ

ンを実施。対象河川では

最高水位 O.P.＋5.00m の

津波が地震発生後 120 分

で到達すると想定。 

平成 14 年７月に

は「東南海・南海

地震」特別措置法

が公布され、耐震

対策の更なる推

進が望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

事
業
を
巡
る
社
会
状
勢
の
変
化 

地
元
等
の
協
力
体
制 

○耐震護岸上に遊歩道や緑化の整備（大阪市） 

○被災後の応急対策活動（大阪市域防災計画＜耐震対策編＞） 

○淀川左岸水防事務組合による水防活動（淀川左岸水防事務組合水防計画） 

○大和川右岸水防事務組合による水防活動（大和川右岸水防事務組合水防計画） 

○アドプトリバー等を初めとする、府民協働による協力 



事前評価時点での状況  

 備 考 

再評価時点での状況 再々評価時点での状況（変更点） 分析 

費用便益分析 下記、代替指標による。 

【算出根拠】 

下記、代替指標により算出 

【再評価時点以降の算出根拠】 

治水経済調査マニュアルの最新改訂版により算出（改訂

年は各欄に記載） 

便益：整備期間（着工から完成）及び評価期間（完成

後 50 年）の事業を実施した場合の高潮・津波浸水被

害に対する年平均被害軽減期待額の累計、施設の残

存価値をそれぞれ現在価値化し算出 

費用：前述の全体事業費及び完成後 50 年までの維持管

理費を現在価値化し算出 

受益者：浸水想定区域内の府民及び財産 

注）高潮対策と耐震対策の費用・便益をあわせて算出 

・Ｂ／Ｃ＝３５．８３ 

便益総額 

Ｂ＝193,699.76 億円 

総費用 

Ｃ＝5,405.78 億円 

【算出根拠】 

治水経済調査マニュアル（H12.5 改訂）によ

り算出 

 

・Ｂ／Ｃ＝２７．１１ 

便益総額 

Ｂ＝237,970.73 億円 

浸水被害軽減便益 237,970.73 億円 

総費用  

Ｃ＝8,778.24 億円 

 建設費 8,299.14 億円 
維持管理費 479.10 億円 

【算出根拠】 

治水経済調査マニュアル（H17.4 改訂）によ

り算出 

○治水経済調査マニュ

アルの変更  

 

○流域内資産の増加に

より、便益総額が増加。

 

○過去投資額を詳細に

見直したこと、マニュア

ルが変更されたことか

ら、総費用が増加。 

その他の指標 

（代替指標） 

・ｃ／ｂ＝０．４０ 

年平均被害軽減期待額 

ｂ＝489,336 百万円 

 

全体事業費 

ｃ＝195,388 百万円 

【算出根拠】 

治水経済調査要綱（S45.4 策定）により算出 

便益：事業を実施した場合と実施しない場合の年平均

被害軽減期待額を計上。 

 費用：平成８年３月全体計画策定時の全体事業費 

 受益者：浸水想定区域内の府民及び財産 

注）高潮対策と耐震対策の費用・便益をあわせて算出 

   
事
業
効
果
の
分
析 

定性的分析 

＜安全・安心＞ 

超大型台風による高潮や、直下型地震を含む大地震に対応 

受益者：浸水想定区域内の府民及び財産 

＜活力＞ 

人口・資産が集中する大阪市内における治水安全度を向上させることにより、水都再生

に資する活力あるまちづくりに寄与する。 

受益者：浸水想定区域内の府民 

＜快適性＞ 

都市空間における貴重なオープンスペースとして、ゆとりややすらぎを与える。 

受益者：浸水想定区域内の府民 

同左 

東南海・南海地震による津波シミュレーショ

ン結果を踏まえ、平成 17 年３月に「大阪府

津波対策マニュアル」を改定し、津波対策を

実施 

 

 

平成 15 年 3 月に「水の都大阪再生構想」を

策定 

○八軒家浜の再生：船着場が平成 20 年 3 月

に完成 

東南海・南海地震の発生

についての認識が高ま

る中、地震と津波に対す

る安全性がさらに求め

られる。 

 

官・民の協働による「水

の都大阪」の再生への機

運が高まっている。 

自然環境等への 

影響と対策 

 河川底質のダイオキシン類の環境基準設定

に伴い、工事施工中の汚濁防止や環境監視を

実施。 

同左 
 

その他特記すべき 

事項 
  

津波ハザードマップ・神崎川浸水想定区域

図・潮位・水位を公表している。 

 

前回再評価時の 

意見具申・府の対応方

針の概要 

 

【意見具申】本事業については、審議の結果、
事業のさらなる継続の必要性が認められ、か
つ、事業進捗上も特段の支障がないと考えら
れるため、「事業継続は妥当」であると判断す
る。 

 

【府の対応方針】『事業実施』とする。 

（前回評価に対する具体的な取組み） 

引き続き事業の進捗に努める。 

 

 



 

事 業 概 要 図 
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